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第 13 章  GIS データベース 

13.1.  GIS システムの導入 

本調査では、ザンビア国地方電化マスタープランを作成するために GIS システムを有効活用

する。GIS システムはデジタル地図情報システムであり、地図上で様々なデータを取り扱うこと

ができるため、本調査において非常に実用的であり効率的な作業を行うことが可能となる。

様々な GIS システムが存在するが、ザンビア国では GIS システムの 1 つである ArcGIS システを

用いているため、本調査でも ArcGIS ソフトを用いて GIS データベースを構築する。 

13.2.  GIS データベース 

13.2.1. GIS システムの活用状況 

本調査カウンターパート機関のうち、地方電化庁の PC にのみ最新版の ArcView9.1 がインス

トールされているが、エネルギー・水資源開発省(MEWD)エネルギー局(DoE)では GIS システム

を使用しておらず、PC へのインストールも行われていない。また、本プロジェクトの関連機関

である ZESCO では、配電線データを管理するために、ArcView と異なる GIS システムを使用し

ている支店も一部あるが、データ形式が ArcGIS と異なるためデータ統合が困難であり、全社統

一で使用しているシステムでないため、本調査での活用は難しい。 

一方、地方電化庁（REA）では、プロジェクト開始当初はソフトウェアは保持するものの、

ArcView を扱える者がおらず、効活用はされていなかったが、GIS を活用した計画を立てるため

にプロジェクト実施期間中に GIS エキスパートを採用し、GPS を活用したデータ収集から GIS
上での計画実施など、本格的な GIS の有効活用を行い始めている。REA が採用した GIS エキス

パートは水道計画を GIS を用いて実施した経験を持ち、GPS の有効活用を含め、GIS に関する

豊富な経験を持つ。 

概して、ザンビア国の電力関連機関における現状では、GIS ソフトの活用範囲および操作可能

な職員も限定されているが、地方電化庁の取り組みは好事例であると言える。 

13.2.2. 既存の GIS データベース 

調査団は第 1 回現地調査時に、地方電化庁から GIS データベースを入手した。この GIS デー

タベースには行政地区境界・道路などの基本的情報が含まれており、地方電化マスタープラン

を作成するにあたり、最低限のデータは確保できた。入手した既存 GIS データベースを基礎

GIS データベースとして有効活用し、GIS ソフトを用いた地方電化マスタープランを作成する。 

地方電化庁から入手したデータは、省庁ごとにフォルダ管理されており、各省庁が独自に作

成したデータを統合していることがうかがえる。ただし、それぞれのデータ取得年、GIS データ

作成年、作成者、データ作成のためのベース地図等は不明であり、データの精度に差があると

推測される。例えば、ある村落データと湖を同時に表示させた時に、湖の中に村落が存在する
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ように表示されるなど、GIS データ作成時の基本データが異なるために生じたと考えられる誤差

がある。省庁フォルダのみ存在し、GIS データが存在しないものもある。 

第 2 回現地調査時には、JICA により実施されたザンビア国保健施設センサス(2004 年～2006
年)調査結果データを入手した。この調査では、本調査団が第 1 回調査時に入手した GIS データ

に含まれる 1 つの地図データ上に、全国の保健施設調査結果をデータベース化している。以下

に、第 1・2 回現地調査時に入手した GIS データリストを示す。 

表 13-1 第 1 回現地調査時に入手した GIS データベース 

省庁名 データベース項目 

農業協同省 耕地区域、農場、再定住地域 

通商産業省 － 

地域開発福祉省 － 

教育省 
小学校(電化、未電化、水道なし)、中学校、ビレッジセンター、道路(幹線道

路、一般道路)、国立公園、鉄道、河川(大型、一般別)、湿地帯、ダム、排水

路、行政区域(国境、州境、郡境) 

電力水資源省 エネルギー局 電力系統(330kV～11kV、将来計画含む)、水力発電所(将来計画

含む)、ディーゼル発電所(将来計画含む)、変電所(将来計画含む) 

 

水資源局 カフエ川流量データ、カフエ川流域データ、ザンベジ川流域データ

(気候、年間降雨量、湖蒸発、流れ込み量、耕作期間、7 月の気温、11 月の気

温、急流箇所)、環境影響評価、環境保護指定区域、野鳥保護区域、カフエ

湖・湿地帯、ザンベジ湖・湿地帯、湖 

保健省 － 

内務省 － 

国土省 － 

地方政府住宅省 － 

鉱山資源開発省 各種鉱山・資源データ 
観光環境天然資

源省 森林、草原、シロアリの巣、行政区域、道路、河川、鉄道 

公共事業省 － 

国家統計局 行政区域、選挙区、道路(幹線道路、主要道路、一般道路)、アフリカ大陸南部

国境 

JICA 調査団作成 

表 13-2 第 2 回現地調査時に入手した GIS データベース 

省庁名 データベース項目 

保健省 保健医療施設、小学校、行政区域 

JICA 調査団作成 

フォルダ管理された複数の省庁のフォルダに異なる道路データが存在する場合がある。GIS ソ

フト上で、レイヤとしてそれらを重ね合わせると、道路の位置が重なり合わず、一致しない場

合がある。このような場合、データベース使用者としては、どの道路データを使用すれば良い
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か判断が難しい。しかし、どのデータも本調査の目的である地方電化マスタープラン作成レベ

ルであれば有効であると考えられるデータ精度であったため、使用する基本データを固定し、

そのデータの位置に基づき新規データベースを作成した。 

地方電化マスタープランを作成するにあたり、配電線は一般的に道路に沿って設置されるた

め道路情報は非常に重要である。国土省で購入した 1/250,000 の紙地図と GIS 道路データを比較

したところ、多くの場合において GIS データは紙地図の道路よりも情報が少ない。従って、配

電計画を行うために必要な道路情報は紙地図で確認する必要がある。一方、参考とした紙地図

も約 20 年前の 1986 年に発行さており、新しい道路の建設や変更の可能性も否定できない。 

今回入手した GIS データベースには高低差を考慮できる等高線データは含まれていない。地

方電化マスタープラン作成のための配電系統コスト見積りや最適化には配電線の距離が必要と

なる。正確な距離を求めるためには標高を考慮しなければならないが、既存標高データが存在

せず、ザンビアは比較的なだらかな平地が多いことから、本調査では平面データのみを用いて

距離を概算する。 

13.2.3. GIS データの座標系 

GIS データベースには基礎となる座標系が多数存在するが、今回入手したデータは作成者によ

り座標系が指定されておらず、ArcGIS が自動的に割当てる座標系「GCS_Assumed_Geographic」
(経緯度と仮定)が定義されていた。GIS データベースの適正表示および作業効率化のためには、

座標系の定義が必要である。 

国際標準的に使用される UTM(ユニバーサル横メルカトル)座標系で描写されたアフリカ南部

地図と今回入手した座標指定のない GIS データを同時に表示させ比較したところ、両者がほぼ

一致したため、この GIS データは UTM 座標系に基づき構築されていると推測できる。したがっ

て本調査では GIS データを UTM 座標系にすべて統一し、この座標系へ変換を行った。なお、地

理座標系は GPS で標準採用されている WGS1984（World Geodetic System）を用いた。 

UTM 座標系は、主に 1/10,000～1/200,000 程度の大縮尺の地図表示によく用いられる。UTM
座標系とは、地球を赤道(緯度)で 2(N と S)、中央子午線(経度)で 60 のゾーンに分割する手法で、

経度差 6°(東西 360km)の範囲で示される 1 ゾーンに属するデータであれば、1 ゾーン内の歪は

設計上 6/10,000 以内である。 

1 ゾーン内の地図は理論的に切れ目なく表示できるが、異なるゾーンの境界には、理論上地図

の繋がらない裂け目が発生する。ArcView において、この裂け目は表示されないが、これらは誤

差として蓄積されるため、異なるゾーン間の取り扱いには注意が必要である。また、UTM 座標

系は、極地域の表示には不向きであるが、ザンビア国の場合は、この地域にあてはまらないた

め問題とならない。 

図 13-1に示すとおり、ザンビア国はUTM座標系のZONE 34SからZONE 36Sに属する。ザンビア

の中心部の多くはZONE 35Sに属しているため、基本となる座標系をZONE 35Sと設定し、距離

計測時など必要に応じてその他の座標系への変換を行った。 
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JICA 調査団作成 

図 13-1 アフリカ南部地方の UTM 座標系ゾーン 

13.2.4. 新たに取得した GIS データ 

本調査では上記既存 GIS データに加え、地方電化マスタープラン作成に特化したデータの収

集を行う。これまでの調査で収集し、GIS システムに追加構築されたデータは以下の通りである。 

¾ 33kV～11kV までの既存中圧配電系統 

¾ RGC データの収集 

地方電化マスタープラン作成では、既存電力系統、特に中圧配電系統と、村落社会(RGC)デー

タが重要となる。表 13-1に示したGISデータベースに含まれる電力系統データは改修が必要で

あり、中圧配電系統データは多くの場合不足していた。 

地方電化マスタープラン作成のためには、村落の既電化・未電化がわかる程度のおおまかな

地図データで十分であるため、ZESCOの地方支社に 1/250,000 の紙データを配布し、この地図上

に送電線・配電線の位置を記入してもらった。このデータに基づき、GISシステム上で中圧配電

線データを新規に入力した(図 13-2)。送電線データの多くが既存データベースに含まれていた

が、ルートの微調整や追加を含めた変更を加えた。 

また、RGCデータとして、第 2 回現地調査における地方部ワークショップで回収した電化候

補地RGCリストを、GISシステムにデータベース化した(図 13-3)。これには電化候補RGCの位置

とRGCの電化優先順位や社会状況などの概要データが含まれている。 
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最終的には、これらをデータベース化し、各RGCの需要想定、電化モード、電化年度、配電

線延伸計画等を含むGISデータベースとして構築した（図 13-4）。 

 
33kV 配電線 
11kV 配電線 

図 13-2 第 2 回現地調査時までに ZESCO より収集した既存中圧配電系統(33kV、11kV) 

 

図 13-3 地方部ワークショップで提案された電化候補 RGC 
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図 13-4 本案件で構築された地方電化計画データベースの例 
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13.2.5. GIS 研修 

2007 年 11 月 9 日と 12 日の 2 日間にわたり REA の会議室において、GIS 研修を実施した。

REA は GIS を積極的に活用するために、経験のある GIS エキスパートを採用し、実際の計画に

用いている。研修の参加者は DOE、REA、ZESCO からの合計 15 名であり、研修内容は、主に

ArcView の基本操作やデータ収集時の GPS デバイスの活用方法についてである。GIS は地図上

に実際の計画を表示できプロジェクトを容易に認識できることから、参加者は GIS の有効性を

認識し、熱心に研修を受講していた。GIS 活用に関する問題点としてライセンス不足が挙げられ

る。カウンターパートのうち、ArcView のライセンスを保持する機関は REA のみであり、デー

タ更新や共有が困難な状況である。 

 

図 13-5 GIS 研修 
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第 14 章  2030 年までの地方電化マスタープラン 

14.1.  地方電化マスタープラン構築の目的と手順 

ザンビアでの地方電化プロジェクトを推進するにあたり、電化対象，電化順序，電化手法，

電化スケジュール，及び必要となる予算を明確にした系統的な実施計画が必要である。そこで、

下記のポリシーに基づき、系統的な電化実施計画を 2030 年までの地方電化マスタープランとし

て構築することにした。 

¾ 理論的かつ客観的で、数値に基づく説得力のあるマスタープランを立案する 

¾ 相手国政府の意見，慣例等を尊重する：地方分権化に基づく計画立案 

¾ 現実的な資金計画を提案する 

未電化RGCに関するロングリスト作成
(地方分権政策に基づく開発計画立案)
未電化RGCに関するロングリスト作成
(地方分権政策に基づく開発計画立案)

各未電化RGCにおける潜在需要の想定各未電化各未電化RGCRGCにおける潜在需要の想定における潜在需要の想定各未電化RGCにおける潜在需要の想定各未電化各未電化RGCRGCにおける潜在需要の想定における潜在需要の想定

潜在需要に基づく電化優先順位の仮設定
(「需要クライテリア」の適用)

潜在需要に基づく電化優先順位の仮設定潜在需要に基づく電化優先順位の仮設定
((「需要クライテリア」の適用「需要クライテリア」の適用))

潜在需要に基づく電化優先順位の仮設定
(「需要クライテリア」の適用)

潜在需要に基づく電化優先順位の仮設定潜在需要に基づく電化優先順位の仮設定
((「需要クライテリア」の適用「需要クライテリア」の適用))

各プロジェクトパッケージに対する
FIRR及びEIRRの算出
(財務・経済性分析)

各プロジェクトパッケージに対する各プロジェクトパッケージに対する
FIRRFIRR及び及びEIRREIRRの算出の算出
((財務・経済性分析財務・経済性分析))

各プロジェクトパッケージに対する
FIRR及びEIRRの算出
(財務・経済性分析)

各プロジェクトパッケージに対する各プロジェクトパッケージに対する
FIRRFIRR及び及びEIRREIRRの算出の算出
((財務・経済性分析財務・経済性分析))

最小ライフタイムコストに基づく
各RGCの最適電化方法選定

(「供給クライテリア」の適用)

最小ライフタイムコストに基づく最小ライフタイムコストに基づく
各各RGCRGCの最適電化方法選定の最適電化方法選定

((「供給クライテリア」の適用「供給クライテリア」の適用))

最小ライフタイムコストに基づく
各RGCの最適電化方法選定

(「供給クライテリア」の適用)

最小ライフタイムコストに基づく最小ライフタイムコストに基づく
各各RGCRGCの最適電化方法選定の最適電化方法選定

((「供給クライテリア」の適用「供給クライテリア」の適用))

プロジェクトパッケージの作成
(未電化RGCのグルーピング)

プロジェクトパッケージの作成プロジェクトパッケージの作成
((未電化未電化RGCRGCのグルーピングのグルーピング))

財務分析結果に基づく各プロジェクト
パッケージに対する最終電化優先順位の確定

財務分析結果に基づく各プロジェクト財務分析結果に基づく各プロジェクト
パッケージに対する最終電化優先順位の確定パッケージに対する最終電化優先順位の確定

財務分析結果に基づく各プロジェクト
パッケージに対する最終電化優先順位の確定

財務分析結果に基づく各プロジェクト財務分析結果に基づく各プロジェクト
パッケージに対する最終電化優先順位の確定パッケージに対する最終電化優先順位の確定

各プロジェクトパッケージの2008年から
2030年までの実施フェーズへの割り振り

各プロジェクトパッケージの各プロジェクトパッケージの20082008年から年から

20302030年までの実施フェーズへの割り振り年までの実施フェーズへの割り振り
各プロジェクトパッケージの2008年から
2030年までの実施フェーズへの割り振り

各プロジェクトパッケージの各プロジェクトパッケージの20082008年から年から

20302030年までの実施フェーズへの割り振り年までの実施フェーズへの割り振り

[前提条件]
1) 家屋，商店，公共施設増加率: 

2.9%/年 (2006年から2030年で
1.986倍）

2) ハンマーミル・サービス率:
174 家屋につきミル1台

3) 2030 年 ま で に 対 象 の
1,217RGCでの家屋，商店，
公共施設に対する100%電化率

を達成

[前提条件]
1) 家屋，商店，公共施設増加率: 

2.9%/年 (2006年から2030年で
1.986倍）

2) ハンマーミル・サービス率:
174 家屋につきミル1台

3) 2030 年 ま で に 対 象 の
1,217RGCでの家屋，商店，
公共施設に対する100%電化率

を達成

[前提条件]
1) 家屋，商店，公共施設増加率: 

2.9%/年 (2006年から2030年で
1.986倍）

2) ハンマーミル・サービス率:
174 家屋につきミル1台

3) 2030 年 ま で に 対 象 の
1,217RGCでの家屋，商店，
公共施設に対する100%電化率

を達成

[前提条件]
1) 家屋，商店，公共施設増加率: 

2.9%/年 (2006年から2030年で
1.986倍）

2) ハンマーミル・サービス率:
174 家屋につきミル1台

3) 2030 年 ま で に 対 象 の
1,217RGCでの家屋，商店，
公共施設に対する100%電化率

を達成

[村落社会経済調査]

＋

[村落社会経済調査]

＋

電化済RGC：19地点

未電化RGC：71地点

[村落社会経済調査]

＋

[村落社会経済調査]

＋

電化済RGC：19地点

未電化RGC：71地点

[技術的側面分析]
各需要家1ユニット日需要想定

[技術的側面分析]
各需要家1ユニット日需要想定

[技術的側面分析]
各需要家1ユニット日需要想定

[技術的側面分析]
各需要家1ユニット日需要想定

[社会的側面分析]
1) 支払い可能額
2) 支払い意志額
3) 電化における重視項目

[社会的側面分析]
1) 支払い可能額
2) 支払い意志額
3) 電化における重視項目

[社会的側面分析]
1) 支払い可能額
2) 支払い意志額
3) 電化における重視項目

[社会的側面分析]
1) 支払い可能額
2) 支払い意志額
3) 電化における重視項目

政策・施策提言政策・施策提言

2030年までの

地方電化マスタープラン構築完了
(2007年12月予定)

20302030年までの年までの

地方電化マスタープラン構築完了地方電化マスタープラン構築完了
(2007(2007年年1212月予定月予定))

2030年までの

地方電化マスタープラン構築完了
(2007年12月予定)

20302030年までの年までの

地方電化マスタープラン構築完了地方電化マスタープラン構築完了
(2007(2007年年1212月予定月予定))

第5章

第14章
第15章

第4章

 

図 14-1 地方電化マスタープラン構築フローチャート 

地方電化マスタープランの構築フローチャートをに示す。第 4 章で既述のとおり、マスター

プランではルーラル・グロース・センター(RGC: Rural Growth Center)を電化対象とした。全 9 州

都を廻って開催したワークショップにて郡開発担当者から提出されたデータを基に、1,217 箇所

の RGC を電化候補として選定・ロングリストした。この手順が「地方分権化に基づく計画立
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案」である。その後、基礎統計データ及び村落社会経済調査により 19 箇所の既電化 RGC から

収集したデータを基に、1,217 箇所の未電化 RGC の潜在日最大需要を想定した。この潜在日最

大需要の大きい順番に並べることで、1,217 未電化 RGC の仮の電化優先順位を設定した(第 5
章・表 5-11 参照)。この手順が「需要クライテリア」の適用である。 

次に、1 本(ルート)の送配電線延伸により電化可能な未電化 RGC を、グループ化してプロ

ジェクト・パッケージに纏めた。この各プロジェクト・パッケージにおいて、送配電線延伸距

離を短くしていき、送配電線から切り離された RGC は他の電化モード(太陽光，ミニ水力，もし

くはディーゼル)で電力供給すると想定し、複数のケースに分割を行った。全ての分割ケースに

対して、各電化モードでの単位ライフタイム・コスト(US$/kWh)を算出し、この値が最小となる

電化モードを各プロジェクト・パッケージの最適ケースとして選定した。この手順が「供給ク

ライテリア」の適用であり、各 1,217 未電化 RGC への最適電化モードの選定方法である。 

全てのプロジェクト・パッケージの各最適ケースに対して、財務指標すなわち財務的内部収

益率(FIRR: Financial Internal Rate of Return)及び経済的内部収益率(EIRR: Economic Internal Rate of 
Return)を計算し、この財務指標の大きさの順序で最終電化優先順位を決定することにした。最

後に、2008 年から 2030 年までの 22 年間、毎年のプロジェクト実施費用が均等となるように、

プロジェクト・パッケージのプロジェクト・フェーズ(1 年単位)への配分を実施した。上記手順

の総称が「技術的側面分析」である。 

この「技術的側面分析」に加えて、支払い可能額，支払い意志額，電化における重視項目な

どを評価する「社会的側面分析」を、村落社会経済調査にて収集したデータを用いて実施した

(第 4 章参照)。 

本章では、“プロジェクト・パッケージの作成”以降の「技術的側面分析」にて適用した手

法及び分析結果について説明を行う。「社会的側面分析」結果を基に、関係者との協議により

作成した政策提言は、マスタープランの結果の一部として第 15 章にて記述する。 

14.2.  プロジェクト・パッケージの作成とケースへの細分 

第 5 章で既述のとおり、1,217RGCに対する仮の優先順位付けを、潜在需要の大きさにて実施

した(「需要クライテリア」の適用)。この仮の優先順位に基づき、プロジェクト・パッケージの

作成(送配電線延伸による電化対象RGCのグループ化)を行った(図 14-2参照)。プロジェクト・

パッケージの作成は、電化優先順位の高いRGCより順次実施した。優先順位の最も高いRGCま

で送配電線を延伸するルート上に他の未電化RGCが存在する場合、これらのRGCも当該送配電

線延伸プロジェクトにて電化されると想定し、全てのRGCをグループ化してプロジェクト・

パッケージとして扱うことにした。 
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Project PackageProject PackageProject PackageProject Package

Nearest SubstationNearest Substation

11stst Prioritized RGCPrioritized RGC11stst Prioritized RGCPrioritized RGC

Newly ExtendingNewly Extending
Distribution LineDistribution Line
Newly ExtendingNewly Extending
Distribution LineDistribution Line

RGCsRGCsRGCsRGCs

Extending Extending 
Branch LinesBranch Lines

Extending Extending 
Branch LinesBranch Lines

 

図 14-2 プロジェクト・パッケージの概念 

次に、各プロジェクト・パッケージにて、送配電線延伸距離を短くしていき、複数のケース

に細分する。このケースへの細分手順を、図 14-3に示す。例えば、Case 1 では全てのRGCが送

配電線に接続されている。Case 2 では、RGC#1 が送配電線網から切り離され、独立電源(太陽光，

ミニ水力，もしくはディーゼル)にて電化されることになる。Case 3 では、RGC#2 も切り離され、

独立電源での電化対象となる。Case 4 では、更にRGC#3 も独立電源での電化対象となる。最後

に、Case 5 ではRGC #5 だけが送配電線で電化され、他のRGCは全て独立電源で電化されるケー

スとなる。 

 

図 14-3 プロジェクト・パッケージのケースへの細分手順 

14-3 



第 14 章 2030 年までの地方電化マスタープラン 

これらのプロセスの結果、1,217 未電化 RGC は 180 のプロジェクト・パッケージにグループ

化され、180 プロジェクト・パッケージは 835 のケースに細分された。次のステップでは、各プ

ロジェクト・パッケージの最適ケース(各 RGC に対する最適電化モード)を選定する。 

14.3.  各 RGC に対する最適電化モード選定 

14.3.1. 単位ライフタイム・コストの定義 

各 RGC に対する最適電化モード、すなわち各プロジェクト・パッケージに対する最適ケース

を選定するには、選定基準が必要となる。一般的に、財務指標(FIRR 及び EIRR)が選定基準とし

て考えられる。しかしながら、太陽光(ソーラー・ホーム・システム)については、顧客が機材を

購入して維持運営管理も独自に実施することを想定している。よって、このモードによる電化

事業では収入が無く、機材購入・設置費用及び維持運営管理費用のみが計上されることから、

財務指標が常に負値となり、今回の選定基準としては適用できない。 

そこで、代替選定基準として“単位ライフタイム・コスト現在価値(US$/kWh)”を導入するこ

とにした。“単位ライフタイム・コスト現在価値”の計算は、式 14-1 による。 

Unit Life Time Cost in Net Present Value (US$/kWh) 

=FNPV{[Construction/Initial Cost (US$)＋Total O&M Cost for Life Time (US$)]} 

 ÷ Total Amount of Electricity Consumable during the Life Time (kWh)  (式 14-1) 

FNPV{X}: Function of converting value of X into the Net Present Value (US$) 

最初に、各電化モードの初期費用/建設費用と設備寿命(ライフタイム)までの維持運営管理費

用を現在価値(US$)にて算出する(“ライフタイム・コスト総額現在価値”)。次に、各電化モー

ドの設備寿命までに、需要家が消費可能な電力量(kWh)を算出する(“ライフタイム消費可能電

力総量”)。さらに、“ライフタイム・コスト総額現在価値”を“ライフタイム消費可能電力総

量”で除した“単位ライフタイム・コスト現在価値”を、各電化モードに対して計算する。最

後に、各RGCに対して最小の“単位ライフタイム・コスト現在価値”となる電化モードを、最

適電化手法として選定する。これにより、プロジェクト・パッケージ毎の最適ケースが同時に

選択される。前提条件として用いた、各電化モードの想定設備寿命を表 14-1に示す。 

表 14-1 各電化モード想定設備寿命 

Electrification Mode Life Time 

1) Transmission/Distribution Line 30 years 

2) Solar Home System 
15 years for SHS 

Panel 

5 years for Battery 
3) Mini-Hydro 40 years 

4) Diesel Generator 20 years 
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14.3.2. 最適電化モード選定結果 

各電化モードの単位ライフタイム・コスト現在価値を、180 プロジェクト・パッケージから細

分された 835 ケース全てに対して計算し、この値が最小となるケースを各プロジェクト・パッ

ケージの最適電化手法として選定した。プロジェクト・パッケージの各電化モードの組み合わ

せ状況は、表 14-2に示すとおりである。配電線延伸と太陽光(56 プロジェクト・パッケージ)，
及び送電線と配電線延伸(55 プロジェクト・パッケージ)の組み合わせが、過半数を占める。ま

た、本調査にて踏査した 29 箇所のマイクロ/ミニ水力開発候補地点のうち、経済性があるのは 3
箇所のみである。しかも、水力地点を開発するだけでプロジェクト・パッケージ内の潜在需要

を全て賄えるのは 1 パッケージのみであり、他の 2 パッケージは配電線延伸及び太陽光発電と

の抱き合わせとなる。ディーゼル発電も電化モードの選択肢として検討したが、燃料費が高価

すぎることから、どのプロジェクト・パッケージ(ないしはRGC)でも選択されない結果となった

(“Appendix-E  Current Situation of Diesel Generation in Rural Area” 参照)。 

 

表 14-2 プロジェクト・パッケージの各電化モード組み合わせ状況 

Transmission Distribution SHS Mini-Hydro
○ ○ 55 ( 30.6% )
○ ○ ○ 27 ( 15.0% )

○ 39 ( 21.7% )
○ ○ 56 ( 31.1% )
○ ○ ○ 1 ( 0.6% )

○ ○ 1 ( 0.6% )
○ 1 ( 0.6% )

- - - - 180 ( 100.

Combination of Electrification Mode Project Package

0% )  

RGC及び一般家屋数を各電化モードで集計した結果を、表 14-3に示す。約 80%のRGC及び

95%の一般家屋が、送配電線延伸により電化される。3 箇所のミニ水力発電により電化されるの

は、僅か 4RGC・9,702 家屋となる。また、太陽光発電マーケットとして抽出できた 241RGCを、

州毎に表 14-6 中に示す。 

表 14-3 電化モード別 RGC 及び一般家屋数 

Electrification Mode
Transmission/Distribution Line Extension 972 ( 79.9% ) 1,008,622 ( 94.5% )
Solar Home System Installation 241 ( 19.8% ) 49,405 ( 4.6% )
Mini-Hydro Power Development 4 ( 0.3% ) 9,702 ( 0.9% )

Total 1,217 ( 100.0% ) 1,067,729 ( 100.0% )

HHRGC
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14.4.  プロジェクト・パッケージの最終電化優先順位 

14.4.1. 財務指標の算出 

180 プロジェクト・パッケージ(各最適ケース) 全てに対して、財務指標(FIRR及びEIRR)を算

出した。算出に際して用いた前提条件を、表 14-4に示す。太陽光発電による電化対象RGCを含

むプロジェクト・パッケージについては、この部分を除外して財務指標の算出を行った。これ

は既述のとおり、太陽光発電設備の維持運営管理は所有者自身が行うことを前提としており、

電化事業としての収益がないことから、財務指標は常に負値となるためである。 

表 14-4 財務指標算出の前提条件 

Tariffs K US $
Households 163             Metered Households
Commercial Customers 163             0-300 kWh 102          0.026
Hammer Mills 5,931          301-700 kWh 145          0.036
Public Facilities >700 kWh 236          0.059

1) Basic/Primary School 331 Monthly fixed charge 8,475       2.12
2) High/Secondary School 54
3) Tertiary School 1,609 Commercial Tariffs 245 0.061
4) Hospital 12,904 Monthly fixed charge 43,841     10.96
5) Health Center/Clinic 337     Social Tariffs 201 0.050
6) Police Office 125 Monthly fixed charge 34,839     8.71
7) Post Office 144
8) Church 58
9) Mosque 58 Households 2.9%
10) Community Center 455 Commercial Consumers 2.9%
11) Agriculture Depot 215 Social Consumers 2.9%
12) Orphanage 250
13) Central Government Office 181 A Unit Hammer Mill Service Ratio (HH/HM) 174
14) Provincial Government Office 438
15) District Government Office 696 Annual Tariff increase 1.0%
16) Other Local Administration Office 438 Zesco Collection Efficiency 90%
17) Court 297
18) Other (Average) 297

K US$
Exchange rate 4,000.00     1.00                 

Percentages of Initial Capital Cost
DL SHS

Standard Conversion Factor 0.892 Operation & Maintenance 1.00% 1.00% 0.024 US$/kWh 0.024 US$/kWh
Customer care 0.10% 0.00% 0.10% 0.10%

Overheads 0.10% 0.00% 0.10% 0.10%
Conversion Factor for Unskilled Labor 0.70 Depreciation 3.3% 6.60% 5.00% 2.50%

Fuel Cost - - 0.27 US$/kWh -

Current Monthly Average Cost for Alternative Energy
K US $ K US $

Household & Business Entity 65,534        16.38 65 0.016
Increase pa 1.0%

Willingness to Pay K / Month US$ / Month
Households 37,197        9.30

Foreign Currency 2%
Discount Factor 12.00% Domestic Currency 8%

HydroDiesle

Monthly Unit Electricity Consumption (kWh)

Operation Costs

Annual Increase Rate

Bulk Supply Tariff

Infration Rate

 

14.4.2. 財務指標によるプロジェクト・パッケージ最終電化優先順位付け 

プロジェクト・パッケージの最終電化優先順位は、FIRR(太陽光による電化部分を除いて算出)
によって設定した。これは、プロジェクトの経済性及び融資への返済可能性を判断するのに、

FIRR が最適と考えられるためである。各プロジェクト・パッケージの最終電化優先順位を、単

位ライフタイム・コスト現在価値，プロジェクト・コスト，FIRR，EIRR と共に、表 14-5 に示

す(財務指標の計算手順例は Appendix-F 参照)。 
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地域や州間で電化のバランスをとらなければならなくなる場合を想定し、FIRR に基づくプロ

ジェクト・パッケージの電化優先順位を州毎に纏めたものを、表 14-6 に示す。各 RGC の最適電

化モードも、表 14-6 に明示する。表 14-7 は、各電化モードで電化されるプロジェクト・パッ

ケージ数及び RGC 数を、州毎に纏めたものである。 

表 14-7 プロジェクト・パッケージ数及び RGC 電化モード内訳の州別集計 

Province # of PP # of Elec. RGCs by DL # of Elec. RGCs by SHS # of Elec. RGCs by Hydro Total # of RGCs
Central 19 105 19 124
Copperbelt 16 105 24 129
Eastern 25 104 18 122
Luapula 18 98 23 121
Lusaka 5 36 4 40
Northern 32 140 55 195
North-Western 18 94 24 4 122
Southern 21 140 33 173
Western 26 150 41 191

Total 180 972 241 4 1,217

 

14.5.  プロジェクト・パッケージ実施フェーズ 

表 14-8 に示すとおり、180 プロジェクト・パッケージを実現するには US$11 億(1,320 億円)以
上が必要となる。これは、2008 年から 2030 年までの 22 年間、毎年約 US$5,000 万(60 億円)の投

入が必要と言うことである。 

表 14-8 各電化モード別プロジェクト費用総計(2008 年-2030 年) 

 
Electrification Mode

Transmission/Distribution Line Extension 1,022,385,240 ( 92.7% )
Solar Home System Installation 58,489,689 ( 5.3% )
Mini-Hydro Power Development 22,210,313 ( 2.0% )

Total 1,103,085,242 ( 100.0% )

Cost in US$
 

 

180 プロジェ

クト・パッケージを電化優先順位に応じて、均等年間プロジェクト費用(US$5,000 万)で 1 年を

単位とする 22 実施フェーズに分割した結果を、表 14-9 に示す。 
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表 14-5 プロジェクト・パッケージ最終電化優先順位 (1/2) 
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表 14-5 プロジェクト・パッケージ最終電化優先順位 (2/2) 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (1/12) 

中央州/Central Province 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (2/12) 

コッパーベルト州/Copperbelt Province 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (3/12) 

東部州/Eastern Province 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (4/12) 

ルアプラ州/Luapula Province 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (5/12) 

ルサカ州/Lusaka Province 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (6/12) 

北部州/Northern Province (1/2) 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (7/12) 

北部州/Northern Province (2/2) 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (8/12) 

北西部州/Northwestern Province 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (9/12) 

南部州/Southern Province (1/2) 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (10/12) 

南部州/Southern Province (2/2) 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (11/12) 

西部州/Western Province (1/2) 
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表 14-6 州別プロジェクト・パッケージ電化優先順位 (12/12) 

西部州/Western Province (2/2) 
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表 14-9 プロジェクト実施フェーズ 2009 年-2030 年 (1/2) 
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表 14-9 プロジェクト実施フェーズ 2009 年-2030 年 (2/2) 
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14.6.  2030 年目標電化率 

表 14-10 に示すとおり、2006 年時点での家屋電化率は都市部で 47.6%，地方部で 3.1%，全国

で 20.4%である (“Living Conditions Monitoring Survey Report 2004, Central Statistical Office, 
December 2006”より)。マスタープランで対象とする 1,217 未電化 RGC 内には、2006 年時点で

全国の 23.4%に相当する 535,717 軒の一般家屋数が存在し、2030 年には 1,067,729 軒となる見通

しである。DOE，REA 及び ZESCO は、2030 年までに都市部電化率を 90%，マスタープランで

対象としている 1,217RGC での電化率を 100%，マスタープランの対象外である地方部での電化

率を 20%に引き上げることを計画している。この計画が実現されれば、2030 年には地方電化率

50.6%及び全国電化率 66%を達成することができる。都市部，地方部，及び全国家屋電化率の

2030 年までの変遷を、図 14-4 に示す。また、2030 年までの累計電化 RGC 数及び地方電化率の

変遷を、図 14-5 に示す。図 14-6 は、1,217RGC を電化モード別に色分けした概略地図である。 

表 14-10 2030 年目標電化率 

# of HH HH Ratio # of Elec. HH Elec. Rate # of HH # of Elec. HH Elec. Rate
896,234      (39.0%) 426,608      47.6% 1,779,880   1,601,892    90.0%

1,403,408   (61.0%) 43,506      3.1% 2,787,102 1,411,604    50.6%
a) 1,216RGCs 535,717     (23.4%) 0 - 1,067,729 1,067,729   100.0%
b) Others 867,691      (37.6%) 43,506        3.1% 1,719,373   343,875      20.0%

2,299,642   (100.0%) 470,113      20.4% 4,566,982 3,013,496    66.0%
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図 14-4 2030 年までの家屋電化率の変遷 
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図 14-5 2030 年での累積電化 RGC 数及び地方電化率の変遷 
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図 14-6 2030 年時点での地方電化概略マップ 
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第 15 章  結論と提言 

15.1.  結論 

本調査にて、2030 年までの地方電化マスタープランが構築された。「技術的側面分析」過程

では、「地方分権化に基づく計画立案」により 1,217RGC を電化対象として抽出した。次に、

「需要クライテリア(各未電化 RGC の潜在日最大需要)」及び「供給クライテリア(“単位ライフ

タイム・コスト現在価値)」を適用し、1,217 未電化 RGC を 180 プロジェクト・パッケージにグ

ループ化すると共に、各 RGC への最適電化モード(送配電線延伸，太陽光，ミニ水力，ディーゼ

ル発電のいずれか)を確定した。更に、各プロジェクト・パッケージの見積もり費用を用いて財

務指標(FIRR 及び EIRR)を算出し、FIRR の大きさに応じて 180 プロジェクト・パッケージの最

終電化優先順位を決定した。最後に、この電化優先順位に基づき、均等年間プロジェクト費用

(US$5,000 万)となるよう、1 年を単位とする 2030 年までの 22 実施フェーズに 180 プロジェク

ト・パッケージを配分した。 

「技術的側面分析」の一環として、ケース・スタディー(Pre-F/S レベル調査)も実施した。北

部州，ルアプラ州，北西部州，西部州で踏査した 29 箇所のミニ水力開発候補地点の中から、北

部州の Chilanbwe Falls 地点及び北西部州 Mujila Falls Lower 地点の 2 箇所で水力開発のための

ケース・スタディーを実施した。この 2 地点では、環境社会影響調査も行い、プロジェクト・

ブリーフを作成した。送配電線延伸のためのケース・スタディーは、中央州 Kabwe，中央州

Luangwa，南部州 Mazabuka の 3 地点にて実施した。 

「社会的側面分析」の一環としては、村落社会経済調査を行った。村落社会経済調査では、

未電化 71RGC 及び既電化 19RGC の総計 90RGC にて、1,300 軒以上から聞き取り調査による

データを収集した。この収集したデータから、接続料金・月額電力料金に対する支払い可能

額・支払い意志額，及び電化における重視項目などを分析し、結果を基に関係者と協議を行い

政策提言を立案した。 

これら「技術的側面分析」及び「社会的側面分析」の結果を統合し、包括的な地方電化プロ

グラムとして本報告書を纏めた。地方電化マスタープランの構築過程では、国際協力銀行(JBIC: 
Japanese Bank for International Cooperation)，アフリカ開発銀行(AfDB: African Development Bank)，
南部アフリカ開発銀行(DBSA: Development Bank for Southern Africa)，世界銀行(WB: World Bank)
といった国際援助機関を訪問し、調査進捗状況を随時説明しながらマスタープラン実現に向け

ての融資の可能性を協議した。その結果、これらの国際援助機関全てがザンビアでの地方電化

プロジェクトに対する融資に興味を示し、JBIC は本マスタープラン実現のために WB と協調融

資として円借款を供与することを検討し始めた。 

本調査にて明らかとなった主要な事項及び成果は、以下のとおりである。 

1) 1,217 未電化 RGC は 180 のプロジェクト・パッケージにグループ化された。これらプロジェ

クト・パッケージの最終電化優先順位，各 RGC の最適電化モード，及び 2030 年までの各 22
プロジェクト・フェーズにて実施されるプロジェクト・パッケージは、各々表 14-5，表 14-6，
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表 14-9 に示す。 

2) FIRR で判断すると、融資に対して魅力的なプロジェクト・パッケージは限られるが、EIRR か

ら判断すれば、実施が妥当と考えられるプロジェクト・パッケージはかなりの数となる。 

3) 180 プロジェクト・パッケージ(1,217RGC の電化)を全て実現するには、US$11 億(1,320 億円)
以上が必要となる。これは、2008 年から 2030 年までの 22 年間、毎年 US$5,000 万(60 億円)の
投資を意味する。 

4) DOE，REA 及び ZESCO が 2030 年までに都市部電化率 90%，マスタープランで対象としてい

る 1,217RGC での電化率 100%，マスタープランの対象外である地方部での電化率 20%を実現

できれば、2030 年時点での地方電化率は 50.6%，全国電化率は 66%にまで向上させることが

できる(表 14-10 参照)。この目標値を達成するためには、ザンビア政府による地方電化プロ

ジェクトへの適切な予算配分が不可欠である。 

5) 地方電化基金(REF: Rural Electrification Fund)の年度総額は、マスタープラン実現に必要とされ

る年度予算に遙か及ばない。国際援助機関からの低金利融資を活用する必要がある。 

6) ザンビア全土で、241RGC が太陽光発電マーケットとして抽出することができた。 

7) ザンビア国内には数多くのミニ水力発電ポテンシャル地点が存在するが、現在のところ北西部州の

Mujila Falls Lower 地点，Upper Zambezi 地点，及び West Lunga 地点の 3 箇所のみが、経済性の観

点から実現可能である。 

8) 未電化一般家屋及び商業店舗は、電力代替エネルギーに対して毎月かなりの支出をしている(それぞ

れ K59,141 及び K75,315)。想定される月額電気料金支払い可能額は、一般家屋で K35,485(約
US$9：1,000 円)，商業店舗で K60,252(約 US$15：1,800 円)である。 

9) ZESCO により徴収されている地方部での接続費用(単相で K2,873,000，3 相で K4,887,000)は、月平

均収入から想定される一般家屋及び商業店舗の支払い可能額(それぞれ K910,757 及び K2,508,483)
と比較して、かなり高価である。 

10) 未電化住居者は、「電気が利用可能となるまでの年数」，「接続料金」，「月額電気料金」と比較して、

「一日に利用可能な時間数」を最も重視している。無論、常時(1 日に 24 時間)電力が利用可能である

状況が最も好ましいが、例え 1 日に 5 時間でも(太陽光発電により)電力を利用したいと未電化居住者

は考えている。 
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15.2.  政策・施策提言 

15.2.1. マスタープランの実践的活用 

プロジェクト・パッケージの最終電化優先順位は財務指標(FIRR)により決定したが、この電化

優先順位はザンビア政府の意向や金融機関による融資条件を考慮の上、実践的に修正/変更・更

新しながら活用すべきである。例えば、ザンビア政府は地域や州間でバランスを考慮しながら、

地方電化を推進しようとするかも知れない。また、金融機関は融資条件の一環として、独自の

基準を適用してプロジェクト選定を行う可能性がある。よって、DOE 及び REA の職員には、当

初のマスタープランに新たな基準を柔軟に適用させて運用する技術・技能が求められる。この

様なマスタープランを独自に修正/変更する技術・技能については、JICA 技術協力プロジェクト

(2008 年開始予定)にて移転することが計画されている。 

マスタープランでは、プロジェクト・パッケージの財務指標算出において、太陽光発電部分

は除外しているため、国際援助機関も太陽光発電部分を除いたプロジェクト・パッケージ部分

に対してのみ、電化優先順位の高いものから財政支援しようとする可能性がある。しかしなが

ら、その様な場合にも、地方電化基金を活用して一般家屋及び商業店舗の太陽光発電設備購

入・設置費用に対して一部補助金を支給し、マスタープランでの太陽光発電部分も従来の優先

順位を維持し続けることを推奨する。ただし、太陽光電化対象 RGC 内にある学校や病院・クリ

ニックと言った公共施設については、監督官庁(教育省や厚生省)が太陽光発電設備の購入・設置

費用を負担するものと想定する。 

15.2.2. 地方電化基金の活用 

現状の地方電化基金だけでは、マスタープランを実現するには不十分であり、基金そのもの

を増額させる手法及び効率的かつ効果的に活用することを検討しなければならない。そのため

に先ず、ザンビア政府は厚生・道路セクターなどに対して実施しているのと同様に、地方電化

基金についても毎年政府予算を割り当てる必要がある。次に、ザンビア国内年間総電力量の約

50%を消費している鉱山セクター、及び輸出用電力に対して、地方電化税を課税すべきである。

現状では、鉱山/工業セクターや輸出用電力にどの程度の課税するのが適切であるかと言った具

体的な数字は不明であるが、ザンビア政府は国内一般消費者への地方電化課税率を電気料金の

3%に据え置いたまま、鉱山/工業セクター及び輸出用電力に 5%を課税することを検討している

模様である。また、地方電化基金を、国際援助機関にとって魅力的な資金提供ないし融資先と

する必要性がある。よって、電化プロジェクトの選定及び基金の活用に関して、一層の透明性，

説明責任，及び効率性が求められる。更に、電気料金の一部として徴収された地方電化税が、

財務省経由では無く、直接地方電化基金として REA の資金となるシステムの構築が求められる。

これは、地方電化税と言う特別目的予算として徴収された税金が、政府により他目的(例えば一

般会計予算)として転用される可能性を無くすためである。最後に、地方電化基金を活用して開

発された電化設備(太陽光発電設備を除く，ミニ水力など)は、REA ないし ZESCO の資産とし、

維持運営管理を私企業ないしは地方組織に委任するため、必要に応じて貸し出すことを推奨す

る。 
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15.2.3. 電化率の向上 

接続料金が高価であることが、配電線が延伸済みの地方部においても電化率が向上しない原

因の一つとなっている。電気料金自体に設備投資資金を折り込み済みであることから、初期接

続費用の低減を検討すべきである。加えて、接続料金を 3～5 年間に分割して徴収することを推

奨する。 

また、低コスト電化手法に関する技術基準を整備すれば、地方部での電化率向上に寄与する

であろう。加えて、地方電化事業実施のために輸入される機材に対して輸入税を免除すれば、

プロジェクト費用及び接続費用の低減に繋がる。 

更に、価格競争市場を作り出すため、電力設備建設，維持運営管理と言った地方電化事業を

新規ビジネスとして行う企業の創設、及びキャパシティーデヴェロップメント支援を行うこと

を推奨する。 

15.2.4. 地方部での持続可能な電化事業支援 

DOE・REA による、モバイル・トレーニング(出張ベースでの講習会)での太陽光発電やミニ

水力発電に関する簡易な維持管理運営に関する地方組織のキャパシティーデヴェロップメント

は、地方部での電化事業の持続可能性向上に寄与するものと考えられる。モバイル・トレーニ

ング・プログラムの開発については、JICA 技術協力プロジェクト(2008 年開始予定)による支援

が可能と考えられる。 
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